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人口・世帯( 57. 1. 1)
世 帯　212, 125
人 口　627, 276
男　317, 398
女　309, 878

面 積　53. 25 ㎞2
人 口密度　11, 780 人/ ㎞2

完全参加と平等
国際障害者年1981 年

'
8
1
年
は
去
っ
て
い
っ
て
も

思
い
や
り
の
あ
る
心
は
い
つ
ま
で
も

―
―
国
際
障
害
者
年
を
ふ
り
か
え
っ
て―
―

昨
年
は
、
国
連
で
決
議
さ
れ
た
国

際
障
害
者
年
で
し
た
。

障
害
の
あ
ろ
な
し
に
か
か

わ
ら

ず
、
す
べ
て
の
人
の
社
会
に
お
け
る

「
完
全
参
加
と
平
等
」
を
め
ざ
す
新

た
な
出
発
の
年
と
し
て
。
一
年
の
間

に
さ
ま
ざ
ま
な
記
念
行
事
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

有
意
義
だ
っ
た

さ
ま
ざ
ま
な
催
し

足
立
区
に
お
い
て
も
、
障
害
者
問

題
を
考
え
る
講
習
会
、
楜
祉
映
画
会
、

福
祉
展
覧
会
な
ど
、
多
く
の
記
念
行

事
を
行
い
ま
し
た
。

中
で
も
、
小
・
中
学
校
の
児
童
・

生
徒
を
対
象
に
し
た
。
障
害
者
年
記

念
ポ
ス
タ
ー
コ
ン
ク
ー
ル
で
は
、助

け
合
う
心
の
大
切
さ
を
訴
え
た
、た

く
さ
ん
の
す
ば
ら
し
い
作
品
が
寄
せ

ら
れ
、こ
れ
ら
の
ポ
ス
タ
ー
を
一
堂

に
展
示
し
た
展
覧
会
場
で
は
。「
今
の

子
供
達
は
す
ば
ら
し
い
」
と
多
く
の

来
場
者
の
心
を
と
ら
え
、
ま
た
、
福

祉
展
覧
会
場
で
は
、「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
に
取
り
組
み
た
い
」
と
の
声
が

聞
か
れ
る
ほ
ど
で
し
た
。

好評だった福祉展

ふ
れ
あ
い
の
あ
る

豊
か
な
ま
ち
づ
く
り

赤
ち
ゃ
ん
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
、

淮
に
と
。
て
も
庄
み
よ
い
地
域
社
会

の
実
現
-

そ
れ
は
、
区
の
基
本
計

画
の
め
ざ
す
「
ふ
れ
あ
い
の
あ
る
豊

か
な
ま
ち
と
社
会
」
に
つ
な
が
る
も

の
で
あ
り
ま
し
I
つ
。

現
在
区
で
は
、
昭
和
五
士
(
年
を

初
年
度
と
す
る
十
年
間
の
、
国
際
障

害
者
年
足
立
区
行
動
計
画
の
策

定

を
。
多
く
の
意
見
を
取
り
入
れ
な
が

ら
進
め
て
い
ま
す
。

昨
年
九
月
、
区
内
障
害
者
団
体
よ

り
、
区
に
対
し
て
国
際
障
害
者
年
に

か
か
る
意
見
・
要
望
書
の
提
出
が
あ

り
ま
し
た
。

そ
し
て
今
。
区
長
の
諮
問
を
受
け

て
、
区
内
関
係
団
体
等
と
学
識
経
験

者
の
方
々
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
国
際

障
害
者
年
足
立
区
心
身
障
害
者
対
策

会
議
に
お
い
て
、
国
際
障
害
者
年
に

か
か
る
事
項
を
検
討
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
。
}
月
二
十
三
日
に
は
、

同
対
策
会
議
委
員
と
区
内
障
害
者
団

体
と
の
懇
談
会
が
も
た
れ
、
盛
ん
な

意
見
交
換
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

心
の
か
べ
を

と
り
の
ぞ
こ
う

区
に
は
'
£
一
万
二
千
人
の
障
害

者
が
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
障
害
の

有
無
に
か
か
わ
ら
ず
。
お
互
い
の
立

場
を
理
解
し
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢

の
も
と
に
、
心
の
壁
を
取
り
除
き
、

真
に
豐
か
な
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て

い
き
ま
し
ょ
う
。

□
心
身
障
害
者
の
し
お
り

区
で
は
、
障
害
者
の
方
々
の
た
め

の
施
策
案
内
と
し
て
、
心
身
障
害
者

の
し
お
り
を
作
成
し
、
各
福
祉
事
務

所
お
よ
ぴ
、
福
祉
課
で
配
布
し
て
い

ま
す
。
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

く
わ
し
く
は
、障
害
福
祉
計
画
へ
。

悩みごとや心配ごとのある方

ぜひ一度ご相談ください
悩
み
や
心
配
ご
と
は
。
な
か
な
卜

他
人
に
は
話
せ
ま
せ
ん
が
、
ひ
と
い

で
解
決
し
よ
う
と
す
る
と
、
か
え
っ

て
悪
い
結
果
に
な
り
や
す
い
む
の
7

す
。福

祉
事
務
所
で
は
、
次
の
よ
う
か

相
談
や
貸
付
け
を
行
っ
て
い
ま
す
。

お
困
り
の
方
は
お
気
軽
に
勿
い
で
ご

だ
さ
い
。
秘
密
は
固
く
守
り
ま
す
。

□
母
子
家
庭
の
万

相
談
　
二
十
歳
未
膺
の
児
童
を
か
か

え
て
い
る
母
子
家
庭
の
経
済
上
の

問
題
、
児
童
の
就
学
な
ど
の
相
談

に
応
じ
ま
す

貸
付
制
度
　
経
済
的
自
立
の
助
成
を

目
的
と
し
て
、
事
業
開
始
・
継
続

賢
金
、
住
宅
補
修
金
、
就
職
・
就

学
支
度
金
な
ど
を
必
要
に
応
じ
て

賃
付
け
ま
す
。
償
還
は
、
三
年
か

ら
二
十
年
以
内
で
す

母
子
寮
　
生
活
環
境
を
変
え
て
児
童

を
養
育
し
た
い
母
子
家
庭
の
方

に
、
母
子
寮
入
所
制
度
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
急
に
宿
泊
先
の
な
く

な
っ
た
母
子
に
、
一
時
的
な
宿
所

を
提
供
し
生
活
相
談
に
応
じ
る
、

一
時
保
護
所
も
あ
り
ま
す

母
子
休
養
事
業
　
十
か
所
の
国
民
宿

舎
を
年
一
回
、
一
泊
二
日
に
限
り

無
料
で
利
用
で
き
ま
す

介
護
人
派
遣
　
病
気
で
児
童
の
世
話

に
困
っ
た
と
き
、
介
護
人
を
派
遣

し
ま
す
。
こ
の
制
度
は
、
あ
ら
か

じ
め
対
象
家
庭
と
し
て
登
録
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す

母
子
福
祉
応
急
小
口
資
金
　
災
害
や

病
気
な
ど
で
急
に
お
金
が
必
要
に

な
っ
た
と
き
、
三
万
円
を
限
度
と

し
て
賃
付
け
ま
す
。
償
還
は
、
借

入
れ
の
翌
月
か
ら
分
割
返
済
で
無

利
子
で
す

相
談
日
　
毎
週
月
咽
日～
土
曜
日

午
前
九
時
?
午
後
五
時
(
土
曜
日

は
正
午
ま
で
)

□
ご
婦
人
の
方

相
談
　
夫
の
酒
乱
、
暴
力
行
為
か
ら

逃
れ
て
一
時
的
に
保
溲
を
求
め
る

婦
人
、
そ
の
他
、
複
雑
な
問
題
を

か
か
え
て
お
困
り
の
婦
人
を
対
象

に
、
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す

貸
付
制
度
　
経
済
的
自
立
の
助
成
を

目
的
と
し
て
、
事
業
開
始
・
継
続

資
金
、
技
能
修
得
資
金
、
療
養
賢

金
等
の
貸
付
制
度
が
あ
り
ま
す
。

貸
付
け
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

方
は
、
都
内
に
六
ヵ
月
以
上
庄
ん

で
い
て
、
配
偶
者
が
い
な
い
か
、

ま
た
は
配
偶
者
の
扶
養
を
受
け
ら

れ
な
い
方
で
親
・
子
・
兄
弟
姉
妹

な
ど
を
扶
養
し
て
い
る
女
性
で
す

(
た
だ
し
、
二
十
五
歳
以
上
の
方

は
扶
養
し
て
い
な
く
て
も
、
年
収

三
百
一
一
十
六
万
三
千
円
以
下
な
ら

対
象
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
要
件

に
あ
て
は
ま
ら
な
い
場
合
で
も
、

区
で
特
に
必
要
と
認
め
た
方
は
対

象
に
な
り
ま
す
の
で
、
ご
相
談
く

だ
さ
い
)

相
談
日
　
毎
週
月
噌
日
、
'
‘
土
曜
日

午
前
九
時
?
午
後
五
時
(
土
曜
日

は
正
y
ま
で
)

□
身
体
に
障
害
の
あ
る
方

身
体
上
な
ん
ら
か
の
障
害
の
あ
る

方
に
。
身
体
障
害
者
福
祉
司
が
身
体

障
害
者
手
帳
の
交
付
、
補
装
具
や
更

生
医
療
の
給
付
な
ど
、
身
体
障
害
者

の
福
祉
に
つ
い
て
の
ご
相
談
に
応
じ

て
い
ま
す
。

□
精
神
薄
弱
者
(
児
)
の
こ
と
で
お

困
り
の
方

精
神
薄
弱
者
(
児
)
の
方
の
た
め
に

援
護
施
設
へ
の
入
所
、
「
愛
の
手
帳
」

の
交
付
な
ど
に
つ
い
て
、
専
門
職
員

が
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

□
老
人
の
方

老
人
の
福
祉
を
増
進
す
る
た
め
、

老
人
福
祉
指
導
主
事
が
老
人
ホ
ー
ム

入
所
、老
人
家
庭
奉
仕
員
の
派
遣
、

日
常
生
活
用
具
の
給
付
な
ど
の
相
談

に
応
じ
て
い
ま
す
。

□
児
童
相
談

児
童
福
祉
司
が
子
供
の
し
つ
け
、

養
育
、障
害
児
な
ど
、子
供
の
問
題

に
つ
い
て
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

相
談
日
　
各
福
祉
叭
務
所
と
も
毎
週

月
・
木
曜
日
の
午
前
中

□
家
庭
相
談

家
庭
相
談
貝
は
、
家
庭
内
の
悩
み

ご
と
な
ど
の
聞
き
役
。
相
談
相
手
で

す
。
さ
さ
い
な
こ
と
で
も
ひ
と
り
で

悩
ま
ず
。
一
緒
に
考
え
ま
し
I
つ
。

相
談
日
　
毎
週
月
・
水
・
金
昭
日
の

午
後
一
時
?
五
時

□
生
活
保
護

病
気
な
ど
の
理
由
に
よ
り
勣
け
な

く
な
り
。
収
入
が
畩
っ
た
た
め
生
清

費
や
医
療
費
に
お
困
り
の
方
に
は
、

生
酒
保
護
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。

相
談
日
　
毎
週
月
曜
日
?
土
曜
日

午
前
九
時
?
午
後
五
時
(
土
曜
日

は
正
午
ま
で
)

□
ろ
う
あ
者
の
方

手
話
通
訳
者
が
、
ろ
う
あ
者
の
方

の
相
談
を
受
け
て
い
ま
す
の
で
。
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

日

時
・

場

所
　

▼

毎
月

第

一
木

畷
日

・・
・
足
立

福
祉

事

務
所
(

啻
(
(
(

上

三

四

一
)

▼

毎

月
第

二

木

咽
日
…

中
部

福

祉

事
務
所
(

曾
(
(

九
一

一
四
(

一
)

▼
毎

月
第

三

木
曜

日
…
東

部
福

祉

事

務

所
(

曾

六
〇

五
-

七
一

〇
五
)

▼
毎

月
第

四

木
曜

日
・
・・
西

部
福

祉

事

務

所
(

曾
(

九

七
I

五

〇

一

こ

▼
毎

月

第
四

月

曜
日

…
北

部

福
祉

事

務
所
(
営
(
(

三
-

六
(

〇

〇
)

※

時

間
は

い

ず
れ

も

、
午

後
一

時

か

ら

四

時
ま
で

で

す

。

◎

相
談

・

問
合

せ

先
は

、
い

ず

れ
も

管

轄
の

各

福
祉

事

務
所

へ

。 お子さんのことで

お悩みの方へ

教育相談室

ど
う
ぞ
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

□
電
話
に
よ
る
教

育
相
談

日
時
　
毎
週
火
曜

日
、f
金
曜
日

午
前
十
時
?
午

後
四
時

電
話
番
号
　
を
八

(
四
一
七
(
六

七
□
面
接
に
よ
る
教
育

相
談

日
時
　
毎
週
月
曜
日
?
土
曜
日

午
前
九
時
?
午
後
五
時
(
た
だ

し
、
土
曜
日
は
正
午
ま
で
)

場
所

教
育
セ
ン
タ
ー
教
育
相
談

室
(
竹
の
塚
二

上
一
五
上
一
一

営
【
五
九
-
九

五
三

】
)

□
教
育
相
談
東
部

分
室

日
時
　
毎
週
月
曜

日
?
金
曜
日

午
前
九
時
?
午

後
四
時

場
所
　
北
三
谷
小

学
校
内
(
東
和
一
一
一
七
一
二

二

啻
六
二
〇
一
五
九
〇
〇
)

寝
た
き
り
の
お
と
し
よ
り
の
方
へ

ふ
と
ん
丸
洗
い
・
乾
燥
消
毒

区
か
ら
委
託
を
受
け
た
業
者
が
皆

さ
ん
の
お
宅
へ
伺
い
、
預
っ
た
寝
具

頬
は
そ
の
日
の
う
ち
に
お
届
け
し
ま

対
象
　
区
内
在
住
の
六
十
五
歳
以
上

の
自
宅
で
夜
た
き
り
の
方
(
老
人

福
祉
手
当
受
給
者
お
よ
ぴ
こ
れ
に

準
す
る
方
)

実
施
内
容
　
回
数
は
毎
月
一
回
で
年

閧
を
通
じ
て
行
い
ま
す
。
ま
た
、

丸
洗
い
・
乾
燥
消
毒
を
す
る
寝
具

は
一
人
一
紬
で
す
(
敷
布
団
、
掛

布
団
、
マ
。
ド
レ
ス
。
毛
布
各
一

枚
)

申
請
に
必
要
な
も
の
　
剛
か
ん

申
請
・
問
合
せ
先
　
老
人
福
祉
係

父

子

家

庭

に

家
事
の
お
手
伝
い

区
で
は
。
父
子
家
庭
の
家
事
の
お

手
伝
い
を
す
る

交
子
家
庭
家
事
援

助
事
業
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
。
父
子
家
庭
の
お
父
さ
ん
が
病

気
や
ヶ
が
で
倒
れ
た
た
め
、
家
事
が

で
き
な
い
と
き
、
区
が
派
遣
す
る
家

政
婦
が
お
世
話
を
す
る
制
度
で
す
。

対
象
　
区
内
に
居
住
し
、
児
童
育
成

手
当
の
受
給
賢
格
が
あ
る
父
子
家

庭
で
、
小
学
生
以
下
の
児
童
を
養

育
し
、
父
が
傷
病
の
た
め
生
活
機

能
に
支
陣
が
で
き
、
児
童
の
介
護

が
必
要
な
家
庭
(
た
だ
し
、
同
一
世

帯
に
十
(
歳
以
上
の
万
が
い
な
い

こ
と
が
条
件
と
な
っ
て
い
ま
す
)

援
助
内
容
　
身
の
回
り
の
世
話
、
炊

事
、
洗
屬
な
ど
の
日
常
生
活
に
必

要
な
用
務

援
助
時
間
　
一
日
六
時
間
(
原
則
と

し
て
、
午
前
十
時
か
ら
午
後
四
時
)

以
内
で
、
一
回
の
申
請
に
つ
き
五

日
以
内

費
用
　
無
料

申
込
・
問
合
せ
先
　
保
険
児
童
都
管

理
係

第
三
回
生
業
資
金
の

貸
付
け
を
行
い
ま
す

貸
付
対
象
　
一
般
金
融
機
関
か
ら

融
賢
を
受
け
る
こ
と
が
困
難

で
、
賃
付
け
を
受
け
る
事
業
に

よ
っ
て
生
計
を
立
て
る
方
(
住

民
税
が
お
お
ひ
ね
均

等
剖
以

下
)
で
、
次
の
要
件
に
該
当
す

る
方

▼
区
内
に
一
年
以
上
住
ん
で
い

る
こ
と

▼
貸
付
け
に
よ
り
す

ぐ
に
事
業
が
始
め
ら
れ
る
こ
と

▼
住
民
税
を
完
納
し
て
い
る
こ

と

▼
砲
実
な
連
帯
保
証
人
が

い
る
こ
と

費
付
限
度
額
　
七
十
万
円

利
子
　
年
三
・
六
五
%
(

す
え
お

き
期
間
中
は
無
利
子
)

返
済
方
法
　
五
十
回
均
等
償
還
(

六
ヵ
月
す
え
お
き
)

申
込
期
限
　
二
月
十
六
日

※
な
お
。
申
込
用
紙
は
出
張
所
に

も
あ
り
ま
す
。

申
込
・
問
合
せ
先
　
援
贋
係

国
民
年
金
課
か
ら
の

お

知

ら

せ

□
年
金
の
お
支
払
い
は
口
座
振
替

で
国
民
年
金
の
保
険
料
を
、
あ
な

た
の
預
金
口
座
か
ら
自
動
的
に
納

付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

手
続
方
法
　
預
金
口
座
の
あ
る

銀
行
、
信
用
金
庫
、借
用
組
合
、

農
協
の
各
窓
口
へ

持
参
す
る
も
の
　
年
金
手
帳
、
預

金
通
帳
、
印
か
ん

□
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
ら
れ

な
い
方
へ

保
険
料
を
納
め
な
い
ま
ま
に
し

て
お
く
と
、
年
金
を
受
け
ら
れ
な

く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

経
済
的
な
事
愉
な
ど
で
納
め
る

こ
と
が
困
難
な
方
は
、
保
険
料
免

除
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

手
続
方
法
　
国
民
年
金
課
、
ま
た

は
出
張
所
の
窓
口
へ

持
参
す
る
も
の
　
年
金
手
帳
、
印

か
ん

く
わ
し
く
は
、
い
ず
れ
も
困
民

年
金
課
へ
。

児
童
手
当
等
の
振
込
み
お
よ
び

手
当
受
給
の
変
更
に
つ
い
て

□
各
手
当
を
振
込
み
ま
す

二
月
期
支
払
分
(
昭
和
五
十
六

年
十
月
?
昭
和
五
十
七
年
一
月

分
)
の
児
竃
手
当
、
児
童
育
成
手

当
金
を
、
受
給
者
の
方
が
指
定
し

た
金
融
機
関
の
預
金
口
座
に
、
二

月
十
二
日
に
振
込
み
ま
す
。

□
外
国
籍
の
方
も
国
制
度
の
手
当

が
受
け
ら
れ
ま
す

児
童
手
当
、
児
童
扶
養
手
当
、
特

別
児
童
扶
養
手
当
、
福
祉
手
当
が
、

一
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
「
難
民

の
地
位
に
関
す
る
条
約
等
へ
の
加

入
に
伴
う
出
入
国
管
理
令
そ
の
他

関
係
法
律
の
盤
備
に
開
す
る
法

律
」
に
よ
り
、
国
籍
要
件
が
撤
廃

さ
れ
た
た
め
、
条
件
に
あ
て
は
ま

れ
ぱ
受
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
国
制
度
の
手

当
に
は
、
所
得
に
対
す
る
支
給
制

限
や
、
必
要
に
応
じ
て
証
明
一
等

を
添
付
し
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ

り
ま
す
。

申
請
・
問
合
せ
先
　
児
童
手
当
・

児
竃
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶

養
手
当
・
:児
童
手
当
係
、
福
祉

手
当
…
障
害
福
祉
係
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あ な た も 献 血 で

健 康 管理 を
献血推進強調月間実施中

区
で
は
、
い
つ
で
も
雎
で
も
必
要

な
血
液
が
迅
速
に
供
給
さ
れ
る
よ

う
。
献
血
の
推
進
に
力
を
入
れ
て
い

ま
す
。
現
在
、
葛
飾
赤
十
字
血
液
セ

ン
タ
ー
と
協
力
し
て
、
区
内
各
所
で

移
助
採
血
車
に
よ
る
献
血
を
行
っ
て

い
ま
す
。

血
液
は
、
長
期
間
保
存
す
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
の
で
。
絶
え
ず
一
定

の
血
液
が
必
要
で
す
。
特
に
。
冬
期

に
お
い
て
は
、
血
液
が
不
足
す
る
た

め
、
二
月
十
日
ま
で
を
「
献
血
推
進

強
調
月
間
」
と
し
て
お
り
ま
す
。
区

民
の
皆
さ
ん
の
心
か
ら
の
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
区
で
は
。
献
血
功
労
者
と

し
て
、
献
血
回
歎
二
十
回
以
上
の
方

を
表
彰
し
て
い
ま
す
。
昭
和
五
十
六

年
度
は
百
五
十
(
名
の
方
々
を
表
彰

し
ま
し
た
。

ご
存
じ
で
す
か

献
血
で
き
る
方

次
の
条
件
に
合
う
方
な
ら
誰
で
も

献
血
で
き
ま
す
。

▽

年

齢
・
・・
澳

十
六

歳

か
ら

六
十

四
歳

ま
で

の

方

▽

体

重
・
・・
男
性

四

十

五

キ

ロ

グ

ラ

ム

、
女

性
四

十

キ

ロ
グ
ラ

ム

以
上

の
方

▽

血
圧
:

廐

高

血

圧
百

ミ
リ

メ

ー
ト

ル
以

上
の

方

▽

血
液
1

血
液

比
重

一
・

〇

五

二
以

上

の

方

▽
前

回
の

採

血

か
ら
I

ヵ

月

を
経

過

し

て

い
る

方

献
血
で健康

管
理
を

献
血
を
し
て
い
た
だ
く
と
、
本
人

の
健
康
状
9
を
チ
エ
y
ク
す
る
検
査

サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
。
六
項
目
の
検
査
を
実
施
し
。
肝

疾
思
や
腎
炎
な
ど
の
疾
病
の
早
期
発

見
に
役
立
ち
ま
す
。
も
し
。
検
査
結

果
に
異
常
が
あ
る
場
合
は
、
本
人
だ

け
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
献
血
す
る
と
献
血

者
ご
自
身
の
健
康
管
理
に
、
た
い
へ

ん
役
に
立
ち
ま
す
。

献

血
日

程

移
動
採
血
車
に
よ
る
街
頭
献
血
の

日
程
は
、毎
月
「区
の
お
知
ら
せ
」　

(
二
十
日
号
)
に
掲
載
し
て
い
ま

す
。な

お
、竹
の
塚
駅
東
口
で
は
毎
月

二
十
日
に
、北
千
住
駅
西
口
で
は
毎

月
三
十
日
に
行
っ
て
い
ま
す
。(
両

駅
と
も
、そ
の
日
が
日
曜
、祭
日
の

と
き
は
翌
愨

街
頭
献
血
受
付
時
間
　
午
前
十
時
?

午
後
三
時
三
十
分
(
午
前
十
一
時

三
十
分
?
十
二
時
三
十
分
を
除

く
)

□
二
月
の
献
血

▼
五
日
(
金
)
・宀

新
井
駅
東
口

▼
六
日
(
土
)
…
竹
の
塚
駅
東
口

▼
(

日
(

月
)

…
北
千

住

駅
西

口

▼

十

日
(

水
)

・
:
ラ

イ
フ

竹
の

塚

東

店
(

東

保

木
間

二
丁

目
)

▼

十

五

日
(

月
)

・
・
・
北

千

住
駅

西
口

・

区

役
所

第

二

庁

舎

▼

十

九
日
(

金
)

・
=
西

新
井

小
学

校

▼

二

十

日
(

土
)

・
・・
竹

の

塚
駅

東
口

▼

二

十
二

日
(

月
)

・
:
北
千

住

駅

西

口

▼

二

十
三

日
(

火
)

・
=
綾

瀬

駅
西

口

▼

二

十
四

日
(

水
)

…
東
京

都

第

六
建

設
事

務

所
(

千

住

東
二

丁
目
)

▼

二
十

六

日
(
金
)

…
ラ

イ
フ

竹
の

塚

店
(
西
伊

興

町
)

▼

二
十

七

日
(

土
)

・
・・
北
千

住

駅

西
口

・

西
新

井

駅
西

口

問
合
せ
先
　
保
健
予
防
係
、ま
た
は

葛
飾

赤

十

字
血

液

セ
ン

タ
ー
(

　

六

九
三
-

五

七
〇

一
)

献血にご協力ください

残
念
な
が
ら

増
え
て
し
ま

い
ま
し
た
。

死
亡
事
故

区
で
は
、
交
通
事
故
を
な
く
し
。

安
全
で
住
み
よ
い
足
立
区
を
願
っ
て

「
毎
月
十
日
」
と
「
第
四
月
曜
日
」

を

屁

通
安
全
日
"
と
定
め
、
広
報

車
で
区
内
を
巡
回
し
、
無
事
故
へ
の

ご
協
力
を
お
願
い
し
て
お
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
昨
年
一
年
間
は
、
事
故

件
数
は
減
少
し
ま
し
た
が
、
逆
に
事

故
に
よ
る
死
亡
者
は
(
名
も
増
え
。

実
に
三
十
一
名
と
い
う
痛
ま
し
い
結

果
と
な
り
ま
し
た
。

昭
和
四
十
五
年
以
来
、
十
年
連
続

減
少
し
て
き
た
交
通
事
故
死
者
は
、

一
昨
年
以
来
、増
え
始
め
て
い
ま
す
。

今
年
こ
そ
、
事
故
に
よ
る
犠
牲
者
を

出
さ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

区 内 の 発 生 事 故 状 況

保
健
所
事
業
案
内

胃
の
検
診

対
象
　
澳
三
十
五
歳
以
上
の
区
民
で

過
去
一
年
以
内
に
検
診
を
受
け
て

い
な
い
方

検
診
日
　
三
月
二
日
・
十
六
日

定
員
　
各
回
三
十
五
名
(
抽
選
)

検
診
時
間
　
午
前
中

場
所
　
保
健
セ
ン
タ
ー

費
用
　
千
二
百
円
(
た
だ
し
、生
活

保
護
世
帯
の
方
は
「生
保
の
し
お

り
」を
、住
民
税
非
課
税
世
帯
の

方
は
「住
民
扨
非
課
税
証
明
書
」

を
当
日
お
持
ち
に
な
れ
ば
、免
除

に
な
り
ま
す
。印
鑑
も
忘
れ
な
い

で
く
だ
さ
い
)

検
診
で
き
な
い
方
　
冐
の
手
術
を
し

た
方
や
胃
病
で
治
療
中
の
方
、ま

た
は
胃
病
と
診
断
さ
れ
た
方
、自

党
症
状
の
多
い
方
は
、直
接
医
療

機
関
で
検
診
を
受
け
て
く
だ
さ

い
。妊
娠
の
可
能
性
の
あ
る
方

は
、
生
理
の
初
日
か
ら
十
日
目
ま

で
に
受
診
し
て
く
だ
さ
い

申
込
方
法
　
往
復
(
ガ
キ
に
検
診

名
、希
望
検
診
日
、住
所
、氏
名

(
ふ
り
が
な
)
、生
年
月
日
、年

齢
、電
話
番
号
、性
別
を
明
記
し
、

申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
(
(

ガ
キ

は
、二

人
一
枚
に
限
り
ま
す
)

申
込
期
限
　
二
月
十
日
(
当
巳
消
印

有
効
)

申
込
・
問
合
せ
先
　
保
健
セ
ン
タ
ー
(

〒
1
2
1伊
興
町
前
沼
一
一
五
七
一

六

　
(
五
五
-
四
一
五
一
)

健
康
栄
養
教
室

(
四
十
歳
コ
ー
ス
)

今
回
の
対
象
者
に
は
、佃
人
あ
て

に
保
健
所
、ま
た
は
保
健
相
談
所
よ

り
通
知
し
ま
す
か
、対
象
者
以
外
で

受
講
希
望
の
方
は
、お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

期
間
・
場
所
　
▼
千
住
保
健
所
・
=二

月
十
日
・
十
七
日
・
二
十
二
日

▼
東
和
保
健
相
談
所
…
二
月
十
五

日
・
二
十
二
日
ご
二
月
一
日

時
間
　
い
ず
れ
も
午
後
一
時
三
十
分

?
三
時
三
十
分

内
容
　
▼
一
日
目
'
・
・
栄
養

と
食
生
活
の
お
話
し
、

塩
分
の
濃
度
測
定
'
貧

血
検
査

▼
二
日
目
・・・

調
理
の
実
演
と
試
食

▼
三
日
目
・
=疲
れ
を
と

る
体
操

費
用
　
テ
キ
ス
ト
代
な
ど

は
無
料
(
た
だ
し
、
貧

血
検
査
を
希
望
す
る
方

は
、
二
百
四
十
円
で
行

い
ま
す
)

申
込
・
問
合
せ
先
　
千
住

保
健
所
(
　
(
(
(
-

四
二
七
七
)
、
東
和
保

健
相
談
所
(
　
六
〇
六
-
四
一
七

一
)成

人

病
検
診

脳
卒
中
や
糖
尿
病
、
心
臓
病
な
ど

の
成
人
病
は
。
日
本
人
の
死
亡
順
位

の
上
位
を
占
め
、
自
覚
症
状
が
な
い

の
が
特
徴
と
な
っ
て
い
ま
す
。
成
人

病
の
予
防
・
治
療
に
は
。
定
期
的
に

検
診
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

対
象
　
膺
三
十
歳
以
上
の
区
民

日
時
・
場
所
　
▼
千
住
保
健
所
・
=
毎

週
金
曜
日
午
後
一
時～
一
時
三

十
分
▼
保
健
セ
ン
タ
ー
・
・
・
毎
週

水
曜
日
午
前
九
時
?
十
時

費
用
　
約
五
千
円

検
査
項
目
　
心
電
図
、
尿
、
血
液
な

ど
の
成
人
病
予
防
に
関
す
る
睹
検

査
(
冐
・
子
宮
が
ん
は
含
ま
れ
ま

せ
ん
)

申
込
方
法
　
電
話
予
約

申
込
・
問
合
せ
先
　
千
住
保
健
所
(

　
(
(
(
-

四
二
七
七
)
、
保
健

セ
ン
タ
ー
(
　
(
五
五
一
四
一
五

一
)

子
宮
が
ん
検
診

対
象
　
肩
三
十
歳
以
上
の
区
民
で
、

過
去
一
年
以
内
に
検
診
を
受
け
て

い
な
い
方

検
診
日
　
三
月
五
日
・
十
二
日
・
十

九
日
・
二
十
六
日

定
員
　
各
回
三
十
五
名
(
抽
選
)

場
所
　

保
健

セ

ン

タ
ー

費
用
　
九
百
円
(
た
だ
し
、生
活
保

護
世
帯
の
方
は
「生
保
の
し
お
り
」

を
、住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
は

「住
民
税
非
課
税
証
明
書
」を
、

当
日
お
持
ち
に
な
れ
ば
免
除
に
な

り
ま
す
。印
鑑
も
忘
れ
な
い
で
く

だ

さ

い
)

検

診
で

き

な

い
方
　

生

理
中

の
方

や

生

理
終

了

後
三

日

を

経
過

し
て

い

な

い
方

、
ま

た
は

婦

人
科

医
で

治

療

中
の

方

申
込
方
法
　
往
復
(
ガ
キ
に
検
診

名
、希
皇
検
診
日
、住
所
、氏
名
、生

年

月
日

、
電
話

番

号

を
明

記
(
(

ガ

キ
は

、
一
人

一

枚
)

申

込

期
限
　

二
月

十
日
(

当
日

消

印

有

効
)

申

込
・

問

合
せ

先
　

保
健

セ
ン

タ

ー
(

〒
1
2
1伊
興

町

前
沼

一

一

五
七

一

六

　
(

五
五
-

四

一

五

一
)

精
神
衛
生
相
談

日
時
　
毎
月
第
一
木
曜
日

午
後
一

時
三
十
分
ヱ

ー時
三
十
分

場
所
　
江
北
保
健
相
陝
所

担
当
　
専
門
医

費
用
　
無
料

申
込
方
法
　
電
話
予
約

申
込
・
問
合
せ
先
　
江
北
保
健
相
談

所

　
(
九
六
-
四
〇
〇
四

住
宅
修
繕
資
金
・
宅
地
整
備
資
金

融
資

を
あ
っ

せ
ん
し

ま
す

現
在
住
ん
で
い
る
住
宅
の

修

繕
、
ま
た
は
宅
地
の
整
備
を
し
よ

う
と
お
考
え
の
方
で
、
賢
金
不
足

で
お
困
り
の
方
は
、
融
賢
の
あ
っ

せ
ん
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

対
象
と
な
る
住
宅
　
居
住
部
分
の

床
面
積
が
百
三
十
二
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
(
た
だ

し
、新
築
、増
改
築
は
該
当
し

ま
せ
ん
)

対
象
と
な
る
宅
地
　
敷
地
面
積
が

三
百
三
十
平
方
メ
ー
ト
ル
未
膺

で
あ
り
、
対
象
と
な
る
住
宅
が

建
設
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
ま
た

鏤
替
え
の
場
合
は
、
鰓
譬
え
後

も
居
住
す
る
こ
と

資
格
　
▽
区
内
に
一
年
以
上
住
所

を
有
す
る
こ
と

▽
住
民
税
を

完
納
し
て
い
る
こ
と

▽
二
十

歳
か
ら
六
十
四
歳
で
あ
る
こ
と

▽
連
帯
保
証
人
を
つ
け
ら
れ
る

こ
と

融
資
額
　
二
十
万
円
?
百
五
十
万

円
利
率
　
年
五
・
三
パ
ー
セ
ン
ト

(実
質
申
込
者
負
担
)

償
還
方
法
　
五
年
以
内
の
元
金
均

等
月
賦

取
扱
金
融
機
関
　
富
士
銀
行
、
足

立
信
用
金
庫
、
成
和
信
用
金
庫

足
立
農
業
協
同
組
合
の
区
内

本
・
支
店

申
込
方
法
　
申
込
書
(
区
民
生
詆

係
ま
た
は
出
張
所
に
あ
り
ま

す
)
に
、住
民
票
、納
税
証
明

書
、
工
事
見
積一

な
ど
を
添
え

て
、
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い

申
込
・
問
合
せ
先
　
区
民
生
卮
係

水
洗
化
が

可
能
に
座
り
ま
し
た

現
在
、
区
内
各
所
で
下
水
道
工

事
が一

々
と
進
め
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
こ
の
た
ぴ
、
次
の
地
域
の
工

事
終
了
に
と
も
な
い
、
水
洗
化
が

可
能
と
な
り
ま
し
た
。そ
こ
で
。こ

の
地
域
に
お
住
ま
い
の
方
に
は
三

年
以
内
に
水
洗
化
の
工
事
を
し
て

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

水
洗
化
可
能
地
域
　
西
綾
瀬
三
丁

目
一
九
?
ニ
ー
・
二
(
番
の
一

都
使
用
開
始
日
　
一
月
二
十
五
日

問
合
せ
先
　
都
下
水
選
局
小
一
支

所
(
I
(

○
一
〒
(
(

二
二
)
、

区
役
所
下
水
道
課
(
　
(
(
九

上
(
I

六
一
)

希
望
団
体
を
募
集
中

苗
木
の
団
体
無
料
配
付

区
で
は
、
都
市
化
の
進
行
と
と

も
に
、
失
な
わ
れ
つ
つ
あ
る
緑
を

少
し
で
も
増
や
し
、
心
豊
か
な
住

み
よ
い
街
づ
く
り
を
実
現
す
る
た

め
、
次
の
方
法
で
、
町
会
・
自
治
会

を
単
位
に
苗
木
を
無
料
で
配
付
じ

ま
す
。
今
回
の
無
料
配
付
は
、
一

般
個
人
の
申
し
込
み
は
、
お
受
け

し
ま
せ
ん
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご

了
承
く
だ
さ
い
。

な
お
、
一
般
佃
人
へ
の
配

付

は

。
秋

に
予

定

し
て

お

り
ま

す

。

対
象
　
緑
化
に
熱
意
の
あ
る
区
内

の

町

会
、
自
治

会

申
込
方
法
　
指
定
の
申
込
一
に
必

要

事

項
を

配
入

し

て
、
お

申
し

込

み

く
だ

さ
い

。

配

付

樹
種

・

本
数
　

▼

さ
ざ

ん
か

・・・
二
千

本

▼

み

か
ん
・
・・
千

五

百

本

▼

き
り

し

ま
つ

つ

じ
=
・

千

五
百

本

申
込
・
問
合
せ
先
　
録
政
係

枯
れ
草
は
火
災
の
原
因
で
す

あ
き
地
の
管
理
に
ご
協
力
を

あ
き
地
の
雑
草
は
、
放
置
し
て

お
く
と
、
附
近
住
民
の
方
に
迷
怒

と
な
り
ま
す
。
ゴ
ミ
な
ど
が
捨
て

ら
れ
環
境
が
悪
く
な
る
ば
か
り
で

な
く
、
非
常
に
燃
え
や
す
く
大
変

危
険
で
す
。所
有
者
の
方
は
。あ
ら

た
め
て
注
意
を
し
て
く
だ
さ
い

く
わ
し
く
は
、
緑
政
係
へ
。

お
す
み
で

す

か

特
別
区
民
税
(
第
四
期
分
)

区
で
は
、
き
び
し
い
財
政
状
況

の
中
で
、区
民
の
皆
さ
ま
と
共
に
、

足
立
区
基
本
計
画
に
も
と
づ
く
。

「
謁
和
の
と
れ
た
心
豊
か
な
住
み

よ
い
足
立
」の
実
現
を
目
指
し
て
、

各
種
事
業
の
推
進
に
全
力
を
尽
し

て
お
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、

予
算
額
に
見
合
っ
た
収
入
が
確
保

で
き
ま
せ
ん
と
。
事
業
の
執
行
に

支
陣
を
き
た
す
ぱ
か
り
で
な
く
、

引
続
き
事
業
を
円
滑
に
促
進
す
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

特
別
区
民
税
・
第
四
期
分
の
納

期
限
三
月
一
日
)
は
過
ぎ
ま
し
た

が
。
納
付
が
連
れ
て
い
る
方
が
多

数
あ
り
ま
す
。
二
月
中
で
す
と
、

銀
行
。
價
用
金
庫
、
信
用
組
合
、

興
業
協
同
組
合
で
も
納
め
ら
れ
ま

す
の
で
、
ま
だ
未
納
の
方
は
。
納

税
通
知
I
を
ご
持
参
の
う
え
、
お

早
め
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
納
税
課
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園
児
の
保
護
者
の
方
に

補
助
金
を
支
給
し
ま
す

私
立
幼
稚
園
・
類
似
施
設

私
立
幼
稚
園
児
と
幼
稚
園
類
似
施

設
園
児
の
保
護
者
の
経
済
的
負
担
を

軽
減
す
る
た
め
、
区
で
は
補
助
金
を

年
二
回
に
分
け
て
支
給
し
て
い
ま

す
。
今
回
は
。
昭
和
五
十
六
年
十
月

か
ら
昭
和
五
十
七
年
三
月
ま
で
の
六

ヵ
月
分
(
後
期
分
)
で
す
。
支
給
要

件
に
該
当
す
る
保
護
者
の
方
は
。
申

請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
前
期
分
(
昭
和
五
十
六
年

四
月
～
九
月
)
の
申
請
も
れ
の
保
護

者
も
期
限
ま
で
に
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

な
お
、
区
内
の
幼
稚
園
頬
似
施
般

は
。
松
山
学
園
、
花
畑
団
地
幼
児
教

室
の
二
圜
で
す
。

補
助
金
を
受
け
ら
れ
る
保
護
者

▽
昭
和
五
十
六
年
四
月
一
'
日
以
降
、

足
立
区
に
住
民
登
録
し
て
い
る
こ

と
▽
私
立
幼
稚
園
ま
た
は
幼
稚
園
類
似

施
股
に
在
籍
の
、
次
の
生
年
月
日

の
幼
児
そ
も
つ
保
護
者

◎
膺
五
歳
(
昭
和
五
十
年
四
月
二

日
～
昭
和
五
十
一
年
四
月
一
日

生
)

◎
膺
四
歳
(
昭
和
五
十
一
年
四
月

二
日
～
昭
和
五
十
二
年
四
月
一

日
生
)

◎
満
三
歳
(
昭
和
五
十
二
年
四
月

二
日
?
昭
和
五
十
三
年
四
月
一

日
生
)

▽
保
育
料
を
完
納
し
て
い
る
こ
と

支
給
時
期
=

肩
下
旬
の
予
定

受
付
期
限
　
三
月
六
日
ま
で
。な
お
、

昭
和
五
十
六
年
度
の
補
助
金
を
今

回
の
受
付
期
限
　ま
で
に
申
請
し
ま

せ
ん
と
、
補
助
金
が
受
け
ら
れ
な

く
な
り
ま
す
。
必
ら
ず
期
限
ま
で

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い

申
請
方
法

▽
足
立
区
内
の
私
立
幼
稚
園
ま
た
は

幼
稚
園
類
似
施
設
に
在
籍
す
る
園

児
の
保
護
者
に
つ
い
て
は
、
園
に

手
続
き
を
し
、
園
で
一
括
し
て
申

謂
す
る
方
法
を
と
っ
て
い
ま
す
。

今
回
の
後
期
分
に
つ
い
て
は
、
既

に
園
か
ら
一
括
申
請
済
み
で
す

逗

立
区
外
の
区
市
町
村
に
あ
る
私

立
幼
稚
園
ま
た
は
幼
稚
園
類
似
施

設
に
在
籍
す
る
園
児
の
保
護
者

は
。
本
人
が
直
接
、
足
立
区
教
育

委
貝
会
幼
児
教
育
係
へ
申
謂
し
て

く
だ
さ
い
(
郵
送
に
よ
る
申
請

は
、
事
故
が
多
い
た
め
受
け
付
け

て
い
ま
せ
ん
)

申
請
に
必
要
な
も
の

▽
印
鑑
(
ゴ
ム
印
や
イ
ン
ク
に
よ
る

も
の
は
受
け
付
け
ま
せ
ん
)

▽
園
児
在
籍
証
明
書
(
園
児
の
生
年

月
日
の
記
入
が
あ
る
も
の
)

▽
保
育
料
納
入
済
証
明
書
ま
た
は
領

収
書
(
補
助
金
を
三
月
分
ま
で
支

給
し
ま
す
の
で
、
保
育
料
も
三
月

分
ま
で
納
入
し
た
も
の
が
必
要
で

す
)

▽
銀
行
の
支
店
名
、
口
座
番
号
を
確

認
で
き
る
預
金
通
帳
(
補
助
金
の

支
給
は
。
銀
行
振
込
み
に
よ
り
行

な
い
ま
す
)

そ
の
他

▽
住
所
を
移
転
し
た
方
は
、
そ
の
区

に
住
ん
で
い
た
月
分
(
住
民
登
録

し
て
い
た
期
間
)
を
、
そ
れ
ぞ
れ

の
区
市
町
村
に
申
謂
し
て
く
だ
さ

▽
申
躊
一

類
は
、
幼
児
教
育
係
ま
た

は
幼
稚
園
に
あ
り
ま
す

く
わ
し
く
は
、
教
育
委
員
会
幼
児

教
育
係
へ

。

公
聴
会
を
開
催
し
ま
す

白
鬚
西
地
区

市
街
地
再
開
発
事
業

東
京
都
で
は
荒
川
区
南
千
住
三
丁

目
・
(
丁
目
の
一
部
に
市
街
地
再
開

発
事
業
を
計
画
し
、
素
案
を
ま
と
め

ま
し
た
。

こ
の
計
画
は
避
難
広
場
。
避
難
遭

絡
の
整
備
、
居
住
環
境
の
改
善
な
ど

を
目
標
と
し
た
も
の
で
す
。

□
事
業
と
足
立
区
の
関
連

避
難
広
場
の
設
置
　
地
区
内
に
公
園

を
作
り
、
災
害
時
に
は
避
難
広
場

と
し
て
、
千
住
地
区
の
住
民
の
一

都
を
収
容
し
ま
す

補
助
百
九
号
線
の
変
更

再
開
発
事

業
に
伴
い
、
都
市
計
画
道
路
補
助

百
九
号
線
の
隅
田
川
橋
梁
と
足
立

区
内
の
取
付
道
路
を
酉
へ
変
更
し

ま
す

□
公
聴
会
で
ご
意
見
を

東
京
都
は
こ
の
素
案
に
つ
い
て
、

住
民
の
方
の
意
見
を
聞
く
た
め
、
次

の
と
お
り
公
聴
会
を
開
き
ま
す
。

日
時
　
三
月
二
十
六
日
(
金
)
午
前

十
時
か
ら

場
所
　
荒
川
区
立
第
三
中
学
校
体
育

館
(

荒
川
区
南
千
住
(
-

四
七
-

一
)

公
述
申
出
　
皀
ほ
、
荒
川
区
、
台

東
区
、
墨
田
区
に
住
所
ま
た
は
利

害
関
係
の
あ
る
方
で
、
公
述
を
希

望
す
る
方
は
、
公
述
申
出
書
を
東

京
都
都
市
計
画
局
地
域
計
画
都
都

市
計
画
課
、
ま
た
は
足
立
区
都
市

整
備
諢
へ
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
出
一
は
、
各
提
出
先
に
用
意
し

戈
あ
り
ま
す

申
出
期
間
　
二
月
十
三
日
!
一
十
六

懦
聴
傍
聴
ご
希
望
の
方
は
、
当
日

直
接
会
場
へ
お
い
で
く
だ
さ
い

問
合
せ
先
東
京
都
都
市
計
画
局
地

域
計
画
部
都
市
計
画
課
・
総
務
都

相
談
課
(
　
二
こ
T
五
一
一

一
)
、
足
立
区
都
市
整
備
課

ひろば
□
明
る
い
家
庭
を
つ
く
る
た
め
の
セ

ミ
ナ
ー
(
家
庭
学
習
と
進
路
を
考

え
る
)

日
時
　
二
月
十
三
日
(
土
)
午
後
六

時
三
十
分
～
九
時

場
所
　
西
新
井
住
区
セ
ン
タ
ー
(
西

斬
井
中
学
校
前
)

費
用
　
五
百
円
(
資
料
代
に
つ
き
希

望
者
だ
け
)

定
員
　
百
名
(
先
着
順
)

講
師
　
北
雄
二
氏
(
麗
沢

高
校
教

諭
)
ほ
か

後
援
　
区
教
育
委
貝
会
ほ
か

申
込
・
問
合
せ
先
　
川
越
(
　
(
九
(

一

二
五
九
二

足
立
モ
ラ
ロ
ジ

ー
西
新
井
地
区
事
務
局
)

□
家
庭
婦
人
ス
ケ
ー
ト
教
室

日
時
　
▼
二
月
…
十
六
日
・
十
九
日
・

二
十
二
日
▼
三
月
・
人
日
・
九

日
・
十
一
日
い
ず
れ
も
午
前
十

時
?
十
二
時

場
所
　
松
戸
サ
ニ
ー
ラ
ン
ド

費
用
　
各
月
二
千
四
百
円
(
滑
走

料
、貸
靴
料
な
ど
不
要
)

申
込
・
問
合
せ
先
　
区
ス
ヶ
-
卜
連

盟

　
(
(

一
一

九
〇

六
五

□

統

一
劇

場
公

演

「
出

航

」

日

時
　

二
月

九
日
(

火
)

午

後
六

時

三

十
分
M
一
廣

場
所
　
足
立
区
文
化
会
館

費
用
　
▽
前
売
―
一
般
・
・
一
二
千
三
百

円
、学
牛
:
二
千
円
▽
当
日
売

―

一
般
・・・
二
千

七
百
円

、
学
生
・
:

二
千
四
百
円

主
催
　
足
立
サ
ー
ク
ル
連
合

後
援
　
区
教
育
委
員
会
ほ
か

問
合
せ
先
　
足
立
サ
ー
ク
ル
連
合
事

務
局
(
　
(
九
〇
-
○
○
六
一

青
年
館
内
)
、統
一
劇
場
事
務
所

(
　
(
(

六
上
二
二
三
七
)
ど
ち

ら
も
午
後
七
時
か
ら

投
稿
規
定
　
▼
サ
ー
ク
ル
情
報
、
行
事
、催
し
も
の
、

講
習
会
等
の
案
内
に
ご
利
用
く
だ
さ
い

▼
(
ガ
キ
ま

た
は
封
書
で
百
四
十
字
以
内

▼
住
所
、
氏
名
、
団
体

名
、
電
話
番
号
、
質
用
(
金
額
・
使
途
)
を
明
記

▼
営

利
、
宗
教
、
政
治
目
的
の
も
の
は
掲
載
不
可

▼
掲

載
、
不
掲
載
の
連
絡
は
し
ま
せ
ん

▼
締
切
り
は
発
行

日
の
1
ヵ
月
前

▼
掲
載
後
の
責
任
は
負
い
ま
せ
ん

投
稿
・
問
合
せ
先
　
広
報
課
{
〒
1
2
0
千
住
一
一
四
-

一
八
}

施設見学会
参加者募集

マイクロバスで区内施設を

区
内
に
は
、い
ろ
い
ろ
な
公
共

施
股
が
あ
り
ま
す
が
、身
近
に
あ

っ
て
も
、意
外
に
知
ら
な
い
と
こ

ろ
が
あ
る
よ
う
で
す
。

区
で
は
、区
内
に
あ
る
公
共
施

設
に
つ
い
て
皆
さ
ん
が
理
解
と
認

識
を
深
め
一
層
親
し
ん
で
い
た
だ

け
る
よ
う
、マ
イ
ク
ロ
バ
ス
に
よ

る
見
学
会
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

今
年
最
初
の
施
設
見
学
会
を
、

次
の
と
お
り
行
い
ま
す
の
で
、お

気
鰹
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

日
時
　
二
月
二
十
五
日
(
木
)
・

二
十
六
旦

金
)
の
二
日
問
、
午

前
九
時
三
十
分
?
午
後
四
時
頃

対
象
　
区
内
在
住
の
膺
二
十
歳
以

上
で
健
康
な
方
(
見
学
の
際
、

バ
ス
や
階
段
の
昇
り
降
り
が
多

く
、お
年
寄
り
は
ご
留
意
く
だ

さ
い
。ま
た
小
さ
な
お
子
様
づ

れ
の
方
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
)

定
員
　
各
日
と
も
二
十
四
名

見
学
施
設
　
足
立
清
掃
工
場
、竹

の
塚
温
水
プ
ー
ル
、
老
人
会
館
、

総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
、教

育
セ
ン
タ
ー

参
加
費
　
無
料
(
昼
食
は
、
こ
ち

ら
で
用
意
し
ま
す
)

申
込
方
法
　
電
話
に
よ
る

申
込
期
限
　
二
月
十
日
ま
で
(
六

日
は
正
午
ま
で
)

申
込
・
問
合
せ
先
　
広
報
課

足
立
清
掃
工
場

あ
な
た
も
ご
応
募
く
だ
さ
い

区
政
モ
ニ
タ
ー
募
集

本
年
十
月
に
、
区
制
五
十
周
年
を

迎
え
る
足
立
区
で
は
、
よ
り
住
み
よ

い
足
立
を
築
く
た
め
に
、
区
民
の
皆

さ
ん
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
ご
意
見
、

要
望
兮
つ
か
が
う
制
度
を
設
け
て
い

ま
す
。
そ
の
制
度
の
ひ
と
つ
と
し

て
、
区
政
モ
ニ
タ
ー
が
あ
り
ま
す
。

制
度
発
足
以
来
十
年
た
ち
、今
ま
で

に
延
べ
五
百
名
の
方
々
が
、区
政
モ

ニ
タ
ー
と
し
て
活
躍
さ
れ
ま
し
た
。

五
十
七
年
度
も
ま
た
、
新
し
い
モ

ニ
タ
ー
の
方
々
を
次
の
要
領
で
募
集

し
ま
す
。積
極
的
な
区
政
参
加
へ
の

足
が
か
り
と
し
て
、
ご
応
募
く
だ
さ

い
。

モ
ニ
タ
ー
の
仕
事

▽
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
(
年
四
回
程

度
)

▽
連
絡
会
議
へ
の
出
席
(
年
四
回
)

▽
区
政
全
般
に
つ
い
て
の
情
報
・
意

見
・
要
望
の
随
時
提
出

▽
そ
の
他
広
聴
業
務
へ
の
協
力

募
集
人
員
　
五
十
名

任
期
　
昭
和
五
十
七
年
四
月
?
昭
和

五
十
(
年
三
月

応
募
資
格
　
次
の
条
件
を
す
べ
て
濟

た
す
方

▽
濟
二
十
歳
以
上
で
。
足
立
区
に
引

き

続

き

六
ヵ
月
以

上

居
住

し
て

い

る
方

▽

足
立

区
の

住

民
基

本

台
帳

に
登

録

さ
れ

て
い

る
方

▽

都
内

各
地

方

公
共

団

体
の

職
員

で

な
い

方

謝
礼
　

▼
ア

ン

ケ
ー
ト
へ

の

回

答
・
・・

一
回

千
円

▼
連

絡

会
議

へ
の

出

席
・
・・
一
回

千

五
百

円

応
募
方
法
　
二
月
十
日
ま
で
に
、一

話
で
応
募
用
紙
(
モ
ニ
タ
ー
募
集

要
領
・
申
込
書
)
を
睛
求
し
て
く

だ
さ
い
。
折
返
し
郵
送
し
ま
す

選
考
　
地
域
別
、
年
齢
別
、
性
別
、

職
業
別
な
ど
を
考
慮
の
う
え
選
考

し
ま
す
。
そ
の
結
果
は
、
三
月
末

ま
で

に
本

人

に

通
知

し

ま
す

応

募
・

問

合
せ

先
　

広

報
課

同
和
問
題
の

理
解
の
た
め
に

東
京
の
同
和
問
題
(
5
)

就
職
の
機
会
均
等
に
影
響
を
及

ぼ
し
、
さ
ま
ざ
ま
の
差
別
を
助
長

す
る
よ
う
な
地
名
総
艦
等
の
図
番

が
発
行
さ
れ
、
一
都
企
業
に
お
い

て
購
入
さ
れ
た
と
い
う
事
件
に
対

し
て
、
国
を
は
じ
め
地
方
自
治
体

は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
で
し
″

う
か
。政

府
で
は
、
こ
の
'
[
地
名
総
儖

事
件
」
を
、
基
本
的
人
権
に
か
か

わ
る
重
大
な
問
題
で
あ
る
と
し

て
、
法
務
省
が
人
権
擁
護
の
立
堪

か
ら
調
査
に
あ
た
り
ま
し
た
。

そ
し
て
差
別
図
書
を
回
収
、
処

分
し
ま
し
た
。

一
方
、
各
省
事
務
次
官
連
名
で

各
都
道
府
県
知
事
に
通
達
を
出

し
、
差
別
解
消
の
た
め
さ
ら
に
同

和
問
題
に
対
す
る
啓
も
う
の
強

化
、
企
業
に
対
す
る
指
導
、
啓
発

を
要
請
し
ま
し
た
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
図
番
が
企
業

向
け
に
発
行
さ
れ
、
就
職
差
別
を

引
き
起
す
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、

日
経
連
な
ど
の
経
済
団
体
に
も
企

業
の
社
会
的
責
任
を
強
く
要
請
す

る
各
省
連
名
の
次
官
通
知
を
出
し

ま
し
た
。

東
京
都
に
お
い
て
も
、
就
職
差

別
の
解
消
を
一
段
と
徹
底
さ
せ
る

た
め
、
各
企
業
に
要
謂
書
を
発
す

る
ほ
か
、
職
業
安
定
所
に
よ
り
企

業
指
導
を
強
め
、
同
和
問
題
の
正

し
い
理
解
と
認
識
に
立
っ
た
、
差

別
を
生
ま
な
い
採
用
業
務
の
指

導
、
啓
発
を
進
め
ま
し
た
。

ま
た
、
差
別
図
書
を
購
入
し
た

企
業
に
対
し
て
は
、
都
や
東
京
法

務
局
が
中
心
と
な
っ
て
、
同
和
問

題
が
国
民
的
課
題
で
あ
る
こ
と
の

認
識
を
深
め
さ
せ
る
と
と
も
に
、

企
業
が
そ
の
社
会
的
一
任
を
遂
行

す
る
よ
う
厳
し
い
姿
勢
を
も
っ
て

指
導
、
研
修
を
は
か
り
ま
し
た
。

し
か
し
。
行
政
だ
け
で
は
解
決

し
な
い
問
題
が
残
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
心
理
的
差
別
に
多
く

見
ら
れ
る
人
間
の
心
の
問
胆
で

す
。
い
く
ら
行
政
が
同
和
問
題
を

啓
も
う
し
て
も
、
国
民
の
方
が
こ

れ
を
受
け
入
れ
な
い
こ
と
に
は
効

果
は
あ
が
り
ま
せ
ん
。

す
な
わ
ち
、
差
別
観
念
を
取
り

除
き
消
し
去
る
こ
と
こ
そ
、
民
主

主
義
社
会
に
お
け
る
第
一
の
命
題

な
の
で
す
。

区
民
の
皆
さ
ん
の
積
極
的
な
協

力
と
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
同
和
問
題
に
閧
す
る
問
い
合
わ

せ
は
。区
役
所
同
和
対
策
担
当
へ
。

お
す

み
で
す

か

原
付
自
転
車
の
廃
車
手
続
き

次
の
事
項
に
該
当
す
る
方
は
、

三
月
三
十
一
日
ま
で
に
廃
車
の
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
区
役
所

ペ
ナ
ン
(
I

プ
レ
ー
ト
を
返
し
、

廃
車
の
手
続
き
を
し
ま
せ
ん
と
、

四
月
一
日
か
ら
課
税
さ
れ
ま
す
。

な
お
。
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
の

な
い
場
合
は
、
「
標
識
弁
償
金
」

と
し
て
、
二
百
円
を
納
め
て
い
た

だ
き
ま
す
。

廃
車
手
続
の
必
要
な
方

▽
現
在
、
所
有
し
て
い
な
い
方

▽
こ
わ
れ
て
乗
れ
な
い
バ
イ
ク
を

持
っ
て
い
る
方

▽
盗
難
に
あ
っ
て
届
け
て
い
な
い

方
▽
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
を
付
け
た

ま
ま
譲
っ
た
り
、売
っ
た
り
し

て
し
ま
っ
た
方

《
注
意
》
　
百
二
十
六
`
以
上
の

バ
イ
ク
は
車
検
場
、五
百
五
十
`

ま
で
の
四
輪
の
幡
自
動
車
は

軽
自
動
車
検
査
協
会
で
、そ
れ

ぞ
れ
廃
車
の
手
続
き
を
お
願
い

し
ま
す
。

く
わ
し
く
は
、第
一
課
税
係
、

ま
た
は
第
二
課
税
係
(
　
(
(
九

上
(
I
六
一
第
二
庁
舎
)
へ
。

ご
利
用

く
だ

さ
い

内
職
出
張
相
談

二
月
の
内
職
出
彊
相
談
を
、
次

の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

日

時
・

場

所

▽
竹
の
塚
セ
ン
タ
ー
…
三
月
十
二

日
(

金
)

▽
中
部
セ
ン
タ
ー
…
一
二
月
十
(
日

(
木
)

▽
東
部
セ
ン
タ
ー
…
二
月
二
十
五

日
(
木
)
い
ず
れ
も
、午
後
一

時
?
四
時

問
合
せ
先
　
内
職
補
導
所
　
八

(
(
一
七
三
四
六

幸
せ
な
二
人
の
た
め
に

婚
礼
総
合
展
示
会

春
か
ら
秋
に
か
け
て
結
婚
を
予

定
し
て
い
る
方
の
た
め
に
、青
年

館
結
婚
式
場
で
は
、衣
裳
、引
出

物
等
の
総
合
展
示
会
を
開
倣
し
ま

す
。ま

た
、
当
日
は
式
場
、
披
露
高

室
等
の
見
学
も
自
由
で
す
の
で
、

ど
う
ぞ
お
気
軽
に
お
い
で
く
だ

さ
い
。

日
時
　
二
月
十
四
日
(
日
)
午
前

十
時
～
午
後
四
時

場
所
　
青
年
館
綿
婚
式
場

問
合
せ
先
　
青
年
館
　
(
九
〇
-

○
○
六
一

受
け
付
け
し
ま
す

競
争
入
札
の
参
加
願
い

(
追

加
)

昭
和
五
十
七
年
度
に
、
区
の
建

段
工
事
な
ど
の
競
争
入
札
に
参
加

を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
所
定
の
様

式
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間
　
二
月
十
五
日
?
二
十

二
日
(
土
・
日
曜
日
を
除
く
)

受
付
時
間
　
午
前
九
時
三
十
分
～

午
後
四
時

提
出
用
紙
　
東
京
都
財
務
局
の
定

め
る
様
式
(
東
京
都
弘
済
会
で

販
売
)

受
付
・
問
合
せ
先
　
契
約
第
一
係
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か

ら

だ

を

き

た

え

て

寒
い
冬
を

の

り

き

ろ

う

区
民
ス
ポ
ー
ツ
大
学

区
民
で
ス
ポ
ー
ツ
指
導
に
関
心
の

あ
る
方
に
。
科
学
的
な
知
識
と
技
術

を
修
得
し
て
も
ら
い
、
区
内
の
ス
ポ

ー
ツ
指
導
者
屬
の
拡
大
と
充
実
を
図

る
こ
と
を
目
的
に
、
区
民
ス
ポ
ー
ツ

大
学
を
開
催
し
ま
す
。
ふ
る
っ
て
ご

参
加
く
だ
さ
い
。

日
時
・
内
容
・
講
師
　
上
表
の
と
お

場
所
　
講
義
・・・
区
役
所
七
階
大
会
議

室
。
実
技
・・・
中
央
本
町
体
育
館

対
象
　
十
(
歳
以
上
の
区
内
在
住
・

在
動
者
(
原
則
と
し
て
全
日
程
参

加
で
き
る
方
。
ま
た
、
そ
の
方
に

の
み
修
了
証
授
与
)

定
員
　
二
百
名
(
申
込
者
多
数
の
場

合
は
抽
選
)

受
講
料
　
無
料

申
込
方
法
　
直
接
、
ま
た
は
往
復
(

ガ
キ
に
自
宅
お
よ
び
勤
務
先
の
住

所
・
電
話
番
号
、氏
名
、生
年
月

日
、職
業
、ス
ポ
ー
ツ
競
技
歴
・

指
導
歴
と
そ
の
種
目
を
明
記
の
う

え
、申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い

申
込
期
限
　
二
月
十
五
日

申
込
・
問
合
せ
先
　
体
育
課
区
民
ス

ポ
ー
ツ
大
学
担
当
(
〒
1
2
0千
住
一
-

四
-
一
八
)

区
民
ス
ケ
ー
ト
大
会

区
民
氷
上
運
動
会

日
時
　
三
月
六
日
(
土
)
午
後
六
時

～
九
時

場
所
　
松
戸
サ
ー
T
ラ
ン
ド

参
加
資
格
　
一
般
区
民

参
加
費
　
四
百
円
(
賃
靴
料
別
)

内
容
　
ス
プ
ー
ン
ー
レ
ー
ス
等
、初

心
者
に
も
で
き
る
ゲ
ー
ム
を
行
い

ま
す

申
込
方
法
　
参
加
費
を
添
え
て
直
接

申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い

申
込
・
問
合
せ
先
　
足
立
区
ス
ヶ
I

ト
連
盟
(
千
住
寿
町
二
六
一
五

　
(
(

一
一
九
〇
六
五
)

一
般
区
民

水
泳
初
心
者
教
室

日
時
　
三
月
三
・
五
・
七
・
十
・
十

二
日
(
五
日
閧
)
、午
後
六
時
三

十
分
～
(
時
三
十
分

場
所
　
竹
の
塚
温
水
プ
ー
ル

参
加
資
格
　
区
内
在
住
・
在
動
で
全

日
程
受
講
で
き
る
十
六
歳
以
上
の

方
内
容
　
初
心
者
を
対
象
に
正
し
い
泳

法
の
指
導
を
行
い
ま
す

定
員
　
百
名
多

数
の
場
合
は
抽
遇
)

受
講
料

無
料

申
込
方
法
　
往
復
(
ガ
キ
に
住
所
、

氏
名
、
年
齢
、
電
話
番
号
を
記
入

の
う
え
、
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
(

消
印
の
な
い
も
の
は
無
効
と
な

り
ま
す
)

申
込
期
限
　
二
月
十
日
(
当
日
消
印

有
効
)

注
意
事
項
　
▼
健
康
診
断
番
(
一
ヵ

月
以
内
)
を
初
日
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い

▼
参
加
中
は
必
ず
健
康

保
険
証
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い

▼
参
加
者
は
指
導
員
の
指
示
に
從

っ
て
く
だ
さ
い

申
込
・
間
合
せ
先
　
竹
の
塚
温
水
プ

ー
ル
(
〒
川
西
保
木
閧
四
一

一
〇

一
一

　
(
苙
○
-
一
二
二
三
)

臨
時
休
館
し
ま
す
《
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
》

二
月
十
六
口
(
火
)
は
、電
気

股
備
、冷
暖
房
空
調
設
備
点
検
お

よ
び
、館
内
盤
備
の
た
め
臨
時
休

館
し
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ

い
。な

お
。
庭
球
場
は
平
常
と
お
り

使
用
で
き
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

スポーツセン夕ー事業案内

( 注意)
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子供会育成者研修会

子
供
会
活
動
の
発

展
に
は
、大
人
で
組

織
さ
れ
て
い
る
育
成

会
の
存
在
が
不
可
欠

で
あ
り
、ま
た
、担

う
べ
き
役
割
に
も
大

き
な
も
の
が
あ
り
ま

す
。本

研
修
会
で
は
、

育
成
会
の
皆
さ
ん
に

公
開
討
諭
会
を
通
じ

て
。
今
後
の
活
動
に
必
要
な
基
礎

的
知
識
を
学
ん
で
い
た
だ
き
ま

す
。

日
時
　
二
月
二
十
日
(
土
)
午
後

一
時
三
十
分
?
四
時
三
十
分

場
所
　
竹
の
塚
社
会
教
育
館
大
ホ

ー
ル

参
加
対
象
　
育
成
会
会
貝

定
員
　
三
百
名
(
先
着
順
)

申
込
期
限
　
二
月
十
五
日

問
合
せ
先
　
青
少
年
係

各
種
講
習
会
を
開
催
し
ま
す

内

職

補

導

所

□
フ
ラ
ン
ス
刺
し
ゅ
う
技
能
講
習
会

日
時
　
二
月
二
十
二
日
(
月
)
・
二

十
三
日
(
火
)
、い
ず
れ
も
午
後

一
時
?
四
時

定
員
　
三
十
五
名
(
先
着
順
)

受
購
料
　
無
料

申
込
受
付
　
二
月
十
五
日
、午
前
九

時
か
ら

□
簡
易
洋
裁
技
能
請
一

会

日
時
三
月
一
日
～
十
二
日
(
十
日

問
)
午
前
十
時
?
午
後
三
時

対
象

工
業
用
ミ
シ
ン
の
踏
め
る
方

定
員

十
六
名
(
先
着
順
)

受
講
料

無
料

申
込
受
付

二
月
二
十
二
日

午
前

九
時
か
ら

申
込
方
法

い
ず
れ
も
、
住
所
確
認

の
で
き
る
も
の
(
健
康
保
険
証
等
)

を
本
人
が
持
参
の
こ
と

申
込
・
問
合
せ
先

い
ず
れ
も
、
内

職
補
導
所

　
(
(
(
-

七
三
四

六文
化
祭
開
催

東
部
セ
ン
タ
ー

日
時
　
二
月
十
二
日
(
金
)
?
十
四

臼
(
日
)
午
前
九
時
?
午
後
四
時

四
十
五
分

内
容
　
▼
児
童
お
よ
ぴ
婦
人
の
作
品

(
一
道
、生
花
、絵
画
、水
墨
画
、

俳
句
、手
芸
、木
彫
)
展
示
▼
お

茶
席
(
十
四
日
)

場
所
・
問
合
せ
先
　
東
都
七
ン
タ
ー

　
六
〇
五
一

七
一
〇
一

掲

示

板

高
齢
者
就
業
開
拓

強
調
月
間

二

月

一
日

か
ら

二

十
(

日

ま
で

の
1

ヵ
月
間

を

「
高

齢

者
就

業
開

拓
強

調

月
間

」
と

し

。
期

間

中
事

集

団

の
役

員

お
よ

ぴ
会

員

が

、
仕

事
の

発

注
に

ご
協

力

を

お
願

い
す

る
た

め

に

、
事
業

所

や

ご
家

庭
を

訪

問

し

ま
す

。

高

齢
者

で

あ

っ
て

も

、
勳

く
能

力

も

十
分

に

あ
り

。
豊

富
な

知
識

と

経

験

を
も

っ
た

人

た
ち

で

す

。

で

き
る

だ

け
多

く
の

高

齢

者
に

就

業

の

道
を

開
か

れ

ま
す

よ

う

、

皆

さ

ん
の

ご

協
力

を

お
願

い
し

ま

す

。く

わ
し

く

は

、(
社
)

シ
ル

バ
ー

人

材

セ
ン

タ

ー
足

立
区

高

齢

者
事

業

団
(
　
(

七
〇
一
六
二

二

二
)
へ

。

足
立
区
役
所
本
庁
合
前
の
歩

道
殴
一
工
事
の
た
め
。
二
月
十

二
日
・
十
三
日
の
両
日
は
、
区

役
所
駐
車
場
へ
の
出
入
り
が
不

可
能
に
な
り
ま
す
の
で
、
車
で

の
ご
来
庁
は
ご
逮
繻
く
だ
さ

い
。税

務
署
か
ら
の

お
知
ら
せ

所
得
税
の
確
定
申
告
と
納
税

は
、
二
月
十
六
日
か
ら
三
月
十
五

日
ま
で
で
す
。
期
限
が
近
づ
く
と

窓
口
は
混
み
合
い
ま
す
の
で
、
お

早
め
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
医
療
費
控
除
等
で
「
還

付
申
告
一

」
を
提
出
す
る
方
に
つ

い
て
は
、
す
で
に
受
付
け
を
行
っ

て
い
ま
す
。

な
お
。
所
得
税
。事
業
税
。住
民

税
の
共
同
税
明
会
を
、
区
内
各
所

で
実
施
し
て
い
ま
す
。

□
納
税
証
明
書
を
請
求
さ
れ
る
方

窓
口
混
雑
綬
和
の
た
め
納
税
証

明
書
の
閘
求
は
。
な
る
べ
く
二
月

中
ま
た
は
四
月
以
降
に
さ
れ
る
よ

う
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

□
マ
イ
ホ
ー
ム
を
売
っ
た
と
き
の

税
金自

分
の
住
ま
い
を
売
っ
た
と
き

に
は
。
三
千
万
円
の
特
別
控
除
を

受
け
ら
れ
る
こ
と
は
ご
存
知
で
す

か
。

た
だ
し
、
こ
の
特
別
控
除
は
所

得
税
の
確
定
申
告
の
手
続
き
を
し

な
い
と
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

く
わ
し
く
は
、
い
ず
れ
も
足
立

税
務
署
(
　
(
(
(
-

六
二
四

一
)
。ま
た
は
西
新
井
税
務
署
(
　
(

四
〇
一
一
一
一
一
)
へ
。

都
税
事
務
所
か
ら
の

お
知
ら
せ

佃
人
事
業
税
、所
得
税
、住
民
税

の
申
告
期
間
は
、二
月
十
六
日
か

ら
三
月
十
五
日
ま
で
で
す
。な
お
、

今
年
か
ら
佃
人
事
業
税
に
つ
い
て

は
、新
た
に
不
励
産
貸
付
業
、畦

車
珊
業
、デ
ザ
イ
ン
業
、コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
業
の
四
業
種
も
課
税
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、二
月
は
固
定
資
産
税
、都

市
計
画
税
第
四
期
分
の
納
期
で

す
。

□
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
縦
覧
に

つ
い
て
(
二
十
三
区
内
)

今
年
は
。
固
定
賢
産
税
の
土
地

と
家
屋
の
価
格
を
三
年
に
一
度
評

価
替
え
す
る
年
で
す
。
こ
の
新
し

い
価
格
が
決
定
さ
れ
る
ほ
か
。
税

制
改
正
も
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
関
係
で
。
縦
覧
期
間
(
例

年
三
月
一
日
ヱ

ー十
日
)
を
、
四

月
一
日
か
ら
二
十
日
ま
で
に
変
更

す
る
予
定
で
す
。

く
わ
し
く
は
。
足
立
都
税
事
務

所
(
　
(
(

ニ
ー
ニ
ニ

ー
)へ
。

庁
舎
の
仮
移
転

都
台
東
児
童
相
談
所

現
庁
舎
の
全
面
新
築
工
事
の
た

め
、
次
の
仮
庁
舎
に
移
転
し
ま
す
。

移
転
期
日
　
二
月
十
(
日
(
木
)

移
転
場
所
　
台
東
区
千
束
一
一
九

(
都
交
通
局
新
谷
車
庫
跡
地

(
七
四
-
七
三
(
一
?
四
)

問
合
せ
先
‘
東
京
都
台
東
児
童
相

談
所

　
(
四
一
丁

三
五
四
一

春
闘
講
座
の
開
催

日
時

・

内

容
　

▼

二
月
(

日
・
=
8
2

春

闘

の

展
望

と

課
題

▼

二

月

十

日
・・・
産
業

用

ロ
ボ
'

卜

の

職

場

進

出

と
労

働
組

合

の
課

題

▼

二

月

十
六

日
こ
・
昇

給
・

昇

格

・

人

事

考
課

と
労

働

組
合

の

任

務

▼

二
月

十
(

日

…
企

業

年

金

の
助

向

と

問

題
点

▼

二

月

二

十

三
日
・・
・
臨

時
・

パ
ー
ト

・

派

遣
労
勳

者

の

増
大

と
労

働

組

合
の
課
題
y
二
月
二
十
五
日

・
・
・
I
金
比
較
と
統
計
賢
料
の
使

い
方
▼
三
月
二
日
・
・
・
労
働
訴

訟
の
実
際
、時
間
は
い
ず
れ
も

午
後
六
時
十
五
分
?
(
時
十
五

分

定

員
　

百
名
(

先
着

順
)

受

講
料
　

無

料

申
込

方

法
　

電
話

か
(

ガ
キ
で

申

し

込

ん
で

く

だ
さ

い

場
所
・
申
込
・
問
合
せ
先
　
東
京

都
王
子
労
政
事
務
所
(
〒
1
1
4
北

区
岸
町
一
-
六
一
一
七
　
九

〇
〇
-
○
一
一
七
)

わ
た
し
た
ち
の

技

能

祭

日
時
　
二
月
十
日
(
水
)
・
十
一

日
(
木
)
、午
前
十
時
～
午
後

三
時

場
所
　
都
立
足
立
高
等
職
業
馴
練

校
(
綾
瀬
五
上
(
I
I
)

内
容
　
机
・
本
立
等
の
即
売
、エ

作
教
室
、自
動
車
整
備
・
テ
レ

ビ
技
術
の
実
習
等

※
な
お
、工
作
教
室
の
参
加
は
先

着
順
(
受
付
け
は
二
月
十
日
か
ら
)

で
す
。ま
た
、十
一
日
の
正
午
か

ら
午
後
一
時
ま
で
ぞ
ス
東
y

を
招
き
、撮
影
会
を
行
い
ま
す
。

問
合
せ
先
　
足
立
高
等
職
業
馴
練

校

　
六
〇
五
上
(
I

四
六

都
立
商
科
短
期
大
学

生
徒

募

集

募
集
人
員
　
▼
一
般
・・・
夜
間
課
程
(

十
名

▼
編
・
転
入
・・・
若
干

名
(
二
年
次
)

出
願
期
間
　
▼
一
般
=
・
二
月
十
二

日
～
十
七
日
▼
綢
・
転
入
・
・
・

三
月
二
十
四
日
・
二
十
五
日

試
験
日
　
▼
一
般
二
一
月
二
十
(

日

▼
綢
・
転
入
・・・
三
月
三
十

一
日

試
験
科
目
　
▼
一
般
…
三
科
目

▼
繝
・
転
入
・・
小
倫
文
f
書
類

審
査
お
よ
び
面
接

願
書
請
求
方
法
　
七
十
円
切
手
同

封
の
う
え
閘
求
し
て
く
だ
さ
い

請
求
・
問
合
せ
先
　
都
立
商
科
短

期
大
学
経
営
学
科
(
苧
川
中
央

区
睛
海
一
ー
〒
一
　
五
三

三
一
四
三
七
二
)

訂
正

一
月
二
十
日
号
一
面

の
听
嵬
投
案
内
g
中
、

⑤
の
上
の
@
は
、
「S
弘
道
住
区

セ
ン
タ
ー
」
の
誤
り
で
し
た
。
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